
西新井駅西口周辺地区で防災生活 

道路や公園･広場の整備を実施して 

いる密集事業(密集市街地整備事業の略称) 

は、本年 3 月末で終了予定でしたが引き 

続き、防災まちづくりを推進する必要性 

が高いため、2025（令和７）年度まで 

事業期間を延伸することになりました。 

災害に強いまちをつくるため、引き続き

道路及び公園・広場の整備を行ってまいり

ます。これまでの皆さまのご協力に感謝い

たします。 

西新井駅西口周辺地区（54.8ha）及び足立区中南部一帯地区（645.4ha）で

は、古い建物の解体助成（最大 210 万円）や不燃化建替え助成（最大 280 万円）

を 3 月末までの予定で実施してきました。 

しかし、東京都防災都市づくり推進計画基本方針の改定に伴い、 

引き続き不燃化を強力に推進するため、これらの助成及び専門家 

の派遣などを 5 年間延伸することになりました。 

災害に強いまちをつくるため、皆さまのご協力をお願いいたします。 

足立区 防災街区整備地区計画 検索 
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【令和２年度の開催状況】 

開催回 実施方法 主な内容 

第 79 回 
令和 3 年 2 月 
資料送付による 

書面開催 

・まちづくりの取組み報告 
・密集事業による今年度の実績について 
・まちづくり新聞第 48 号の案について  等 

 

西新井駅西口周辺地区まちづくり協議会は、関係町会･自治会･商店会から

推薦された地元委員（24 名）と区担当職員等で構成されています。 

今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、集会形式による開

催は中止し、資料送付による書面開催で実施しました。 

西新井駅西口周辺地区まちづくり協議会の活動報告 

 NEWS 

NEWS 
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西新井駅西口周辺地区防災まちづくり 

西西 新新 井井 駅駅 西西 口口 周周 辺辺 地地 区区  

ままちちづづくくりり新新聞聞  

主な記事  

★密集事業が５年間延
伸 !／不燃化特区も５年
間延伸！(1 面 ) 

★「密集事業」による整備
実績  (2・3 面 ) 

★防災街区整備地区計
画が一部変更されまし
た／ほか (4 面 ) 

発行／西新井駅西口周辺地区  

   まちづくり協議会  

号 第 48

歳 

令和 3 年 3 月 
 

【お問い合わせ先】足立区  都市建設部  市街地整備室  密集地域整備課 

西部地域整備係  電話：03-3880-5181（直通）FAX：03-3880-5605 

（南館 4 階）  電子メール📧：missyu-seibi@city.adachi.tokyo.jp 

主要区画道路②（亀田トレイン通り）がまもなく開通！ 

主要区画道路②（亀田トレイン通り） 

が本年３月 12 日に開通します。 

けいさつ前通り（区画道路第 8 号線） 

～環七南通り（補助第 138 号線）を結 

ぶ全線の開通により、まちの発展と交通 

利便性や安全性、防災性の向上が期待さ 

れます。 【位置は 2・3 ページ図参照】 

 

不燃領域率(令和 2 年度)は約 55.6％ 

2021（令和 3）～2025（令和 7）年度まで実施 

防災街区整備地区計画が一部変更されました！ 
 

建築基準法及び東京都建築安全条例の改正を踏まえ、当地区のまちづくりの

ルール「防災街区整備地区計画」の一部（建築物の構造に関する防火上必要な

制限の規定）を昨年 11 月に変更しました。 

当地区の準防火地域で、従来の耐火建築物、準耐火建築物に加えて、一定の

延焼防止機能を有するものも建築可能となりました。詳しい内容は、密集地域

整備課にお問い合わせください。また区のホームページでも確認できます。 
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【整備実績一覧】 

整備内容 
令和２年度整備実績 平成 16～令和２年度整備実績 

件数 面積等 件数 面積等 

● 防災生活道路の整備※A 
用地取得 7 か所 約 44 ㎡ 112 か所 約 1,571 ㎡ 

整  備 11 か所 約 96 ㎡ 113 か所 約 2,345 ㎡ 

● 公園・広場の整備 
用地取得 － － ６か所   約 3,832 ㎡※C 

整  備 － － ６か所   約 3,832 ㎡※C 

● 耐震性防火貯水槽の整備 － － ２基 各 100 トン 

● 老朽建築物の除却 1 棟 －  46 棟※B － 
 

※A：防災生活道路９･10 号線の都市再生機構施行分を含む  
※B：都市再生機構施行分（４棟）を含む  
※C：亀田トレイン公園は民間事業者の負担分を含む  

【整 備 実 績 図 】 

●公園・広場の整備 
密集事業では、災害時におけ

る避難などの「防災」と日常時

の遊びや休憩などの「憩い」の

空間として、これまでに 6 か所

で公園･広場を整備しました。 

●老朽建築物の除却 
密集事業による道路や公園等

の整備に伴い、これまでに 46 棟

の老朽建築物等を除却しました。 

 

●防災生活道路の整備 
密集事業では、防災上重要な

生活道路として、防災生活道路  

1～13 号線（幅員 6m）、防災

生活道路 23～24 号線（幅員

5.5m）の拡幅整備を進めてい

ます。 

これまでに 112 か所で用地

取得し、113 か所で整備しま

した。 

主要区画道路② 

Ⅱ区間（12m） 

 

西新井駅西口周辺地区「密集事業」による整備実績 【H16(2004)～R2(2020)年度】 
西新井駅  

梅島駅  

関 原 三 丁 目  

関 原 三 丁 目  
梅 田 五 丁 目  

梅 田 六 丁 目  

西 新 井 栄 町  

一 丁 目  

関 原 二 丁 目  


